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要
旨

本
法
律
案
は

社
会
保
険
労
務
士
制
度
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
か
ん
が
み

国
民
の
利
便
性
の
向
上
等
に
資
す
る
た
め

、

、

、

社
会
保
険
労
務
士
法
人
制
度
の
創
設
、
社
会
保
険
労
務
士
の
業
務
の
見
直
し
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
社
会
保
険
労
務
士
法
人
制
度
の
創
設

１

社
会
保
険
労
務
士
は
共
同
し
て
社
会
保
険
労
務
士
法
人
（
以
下
「
法
人
」
と
い
う

）
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

。

の
と
す
る
。

２

法
人
は
、
そ
の
名
称
中
に
社
会
保
険
労
務
士
法
人
と
い
う
文
字
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

３

法
人
の
社
員
は
、
社
会
保
険
労
務
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
定
款
で
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

す
べ
て
業
務
を
執
行
す
る
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。

４

法
人
の
事
務
所
に
は
、
社
員
を
常
駐
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。



- -2

５

法
人
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
社
会
保
険
労
務
士
会
の
会
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

６

法
人
に
つ
い
て
、
合
名
会
社
に
関
す
る
商
法
の
規
定
等
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
社
会
保
険
労
務
士
の
業
務
の
見
直
し

１

個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
紛
争
調
整
委
員
会
に
お
け
る
個
別
労
働
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
に
つ

い
て
、
紛
争
当
事
者
の
代
理
を
行
う
こ
と
を
社
会
保
険
労
務
士
の
業
務
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。

２

社
会
保
険
労
務
士
が
業
務
を
行
い
得
な
い
事
件
に
つ
い
て
規
定
す
る
と
と
も
に
、
非
社
会
保
険
労
務
士
と
の
提
携
を
行

う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
社
会
保
険
労
務
士
会
等
の
会
則
に
関
す
る
規
定
の
見
直
し

社
会
保
険
労
務
士
会
及
び
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
の
会
則
の
記
載
事
項
か
ら
、
開
業
社
会
保
険
労
務
士
の
受
け

る
報
酬
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


